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◆�
吉
川
市
総
合
体
育
館
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　
総
合
体
育
館
に
お
け
る
空
調
設

備
の
設
置
・
稼
働
に
伴
い
、
光
熱

費
が
発
生
す
る
こ
と
か
ら
、
施
設

使
用
料
の
見
直
し
を
行
う
も
の
で

す
。

（
賛
成
全
員
で
継
続
審
査
）

◆�

吉
川
市
立
小
・
中
学
校
体
育
施

設
開
放
に
関
す
る
使
用
料
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
小
・
中
学
校
体
育
館
及
び
武
道

場
に
に
お
け
る
空
調
設
備
の
設

置
・
稼
働
に
伴
い
、
光
熱
費
が
発

生
す
る
こ
と
か
ら
、
施
設
使
用
料

の
見
直
し
を
行
う
も
の
で
す
。

　
宮
窪
雅
一
議
員
か
ら
の
継
続
審

査
を
求
め
る
動
議
に
対
し
、
審
議

が
行
わ
れ
、
３
名
が
討
論
を
行
い

ま
し
た
。

�

（
賛
成
多
数
で
継
続
審
査
）

―
　反
　対
　討
　論
　―

平
和
市
民
ク
ラ
ブ

�

岩
田
　京
子
　議
員

　
学
校
施
設
で
あ
る
小
中
学
校
の

体
育
館
は
、
今
後
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ス
ク
ー
ル
の
推
進
、
部
活
動
の
地

域
移
行
等
が
想
定
さ
れ
る
中
で
、

地
域
の
核
と
な
る
場
で
あ
る
。
利

用
し
や
す
さ
が
求
め
ら
れ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
利
用
料
金
が
通
常

３
倍
、
夏
期
５
倍
（
総
合
体
育
館

は
通
常
２
倍
・
夏
期
３
倍
強
）
と

い
う
原
案
。

　
今
回
の
動
議
で
、
委
員
会
で
の

再
審
議
が
求
め
ら
れ
た
が
、
何
に

対
し
て
再
審
議
を
求
め
て
い
る
の

か
具
体
的
に
わ
か
ら
な
い
。
既
に

委
員
会
で
は
慎
重
審
議
を
し
て
い

る
の
で
、
更
な
る
再
審
議
は
不
要
。

原
案
に
反
対
で
よ
い
と
考
え
る
。

―
　賛
　成
　討
　論
　―

未
来
会
議
よ
し
か
わ

�

林
　美
希
　議
員

　
反
対
討
論
の
中
で
「
審
議
す
る

ま
で
も
な
く
否
決
で
よ
い
と
思
っ

て
い
る
」
と
ご
発
言
が
あ
っ
た
が
、

こ
れ
は
議
員
一
人
ひ
と
り
の
熟
慮

や
判
断
を
大
き
く
否
定
す
る
も
の

で
あ
り
、
残
念
。
子
ど
も
教
育
常

任
委
員
会
で
原
案
賛
成
の
立
場
を

と
っ
た
が
、
68
号
議
案
が
継
続
審

査
と
な
り
、
こ
の
２
つ
の
議
案
は

連
動
し
て
い
る
も
の
と
考
え
、
市

民
の
み
な
さ
ま
に
影
響
の
な
い
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
進
め
ら
れ
る
よ
う

ス
ピ
ー
ド
感
と
責
任
を
持
ち
共
に

考
え
て
い
く
た
め
、
継
続
審
査
に

賛
成
の
立
場
を
示
す
。

―
　反
　対
　討
　論
　―

日
本
共
産
党
吉
川
市
議
員
団

�

雪
田
　き
よ
み
　議
員

　
こ
ど
も
教
育
委
員
会
の
答
弁
で

は
、「
学
校
体
育
館
は
教
育
施
設

で
は
あ
る
が
、
実
際
の
窓
口
は
健

康
長
寿
部
が
担
当
し
て
い
る
」
と
、

利
用
団
体
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
も
健

康
長
寿
部
が
行
っ
た
と
の
こ
と
。

教
育
部
で
教
育
施
設
と
し
て
こ
の

値
上
げ
を
ど
う
考
え
る
の
か
、
社

会
教
育
と
し
て
利
用
料
は
ど
う
あ

る
べ
き
か
と
い
う
検
討
が
非
常
に

不
十
分
と
感
じ
て
い
る
。
学
校
体

育
館
を
利
用
し
て
い
る
団
体
の
３

分
の
２
は
子
ど
も
の
団
体
。
受
益

者
負
担
だ
か
ら
と
、
子
ど
も
た
ち

に
ま
で
負
担
を
負
わ
せ
て
良
い
の

か
疑
問
。
当
議
案
に
反
対
で
あ
り
、

継
続
審
議
と
の
動
議
に
反
対
。

継
続
審
査
と
は
？

　
会
議
に
付
さ
れ
た
事
件
に
つ

い
て
、
当
該
会
議
中
に
議
了
で

き
ず
、
特
に
会
議
で
議
決
し
て

付
託
を
受
け
た
委
員
会
が
閉
会

中
に
引
き
続
き
審
査
を
行
う
こ

と
を
い
い
ま
す
。

◆
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

　
吉
川
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
お
あ

し
す
、
吉
川
市
立
図
書
館
及
び
吉

川
市
視
聴
覚
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
の
令

和
７
年
度
か
ら
11
年
度
ま
で
の
５

年
間
を
対
象
に
、
指
定
管
理
者
を

指
定
す
る
も
の
で
す
。

　
指
定
管
理
者
と
し
て
、
引
き
続

き（
株
）オ
ー
エ
ン
ス
他
２
社
の
共

同
事
業
体
を
指
定
す
る
も
の
で
す
。

指
定
管
理
者
と
は
？

　
地
方
公
共
団
体
が
指
定
す
る

民
間
等
団
体
に
、
公
の
施
設
の

管
理
運
営
を
委
ね
る
こ
と
が
で

き
る
制
度
で
す
。

◆
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い

　
て準

用
河
川
上
第
二
大
場
川
改
修

工
事
（
R6
ー
１
）

　
吉
川
美
南
駅
東
口
周
辺
地
区
土

地
区
画
整
理
地
内
を
流
れ
る
準
用

河
川
上
第
二
大
場
川
の
上
流
右
岸

側
に
お
い
て
、
護
岸
整
備
を
行
う

と
と
も
に
、
市
道
２
ー
２
２
２
号

線
に
接
続
す
る
部
分
の
管
理
用
道

路
整
備
を
行
う
も
の
で
す
。

人
事
案
件

◆�

教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ

い
て

　
教
育
委
員
会
委
員
の
中
島
新
太

郎
氏
が
令
和
６
年
12
月
22
日
を

も
っ
て
任
期
満
了
と
な
る
た
め
、

そ
の
後
任
者
と
し
て
塩
入
英
明
氏

を
任
命
す
る
こ
と
に
つ
い
て
同
意

を
求
め
る
も
の
で
す
。

◆�

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委

員
の
選
任
に
つ
い
て

　
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委

員
の
茂
木
伸
一
氏
が
令
和
６
年
12

月
20
日
を
も
っ
て
任
期
満
了
と
な

る
た
め
、
そ
の
後
任
者
と
し
て
中

村
利
昭
氏
を
選
任
す
る
こ
と
に
つ

い
て
同
意
を
求
め
る
も
の
で
す
。


